
寒川町企業等の立地促進に関する条例新旧対照表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

(雇用奨励金の交付 ) (雇用奨励金の交付 ) 

第 5条  町長は、企業等が立地に伴い前条

第 1項の 規定に よる 奨励 措置 を受 ける 場

合 に限 り、 常時 雇用す る従 業員 を 1人以

上雇 用したときは              、当該

企業等に対し、20万円に当該常時雇用す

る 従業 員の 数に 乗じて 得た 額 (当該 常時

雇用する従業員に障害者があるときは、

障 害者 1人 につき 1 0万円 を加 算する もの

と する 。 )を雇 用奨 励金 とし て交 付す る

ものとする。  

第 5条  町長は、企業等が立地に伴い前条

第 1項の 規定に よる 奨励 措置 を受 ける 場

合に限り、次の各号のいずれかに該当す

るときは当該各号に定める額を 、当該企

業等に対し、                        

                                   

                                   

                                   

          雇 用 奨 励 金 と し て 交 付 す る

ものとする。  

（加える）  ( 1 ) 常時 雇用す る従業 員を 雇用し たと

き  当 該 常 時 雇 用 す る 従 業 員 の 数 に 2

0万円を乗じて得た額  

( 2 ) 前号 の規定 により 交付 を受け た企

業 等 が 常 時 雇 用 す る 従 業 員 を 立 地 の

日 後 2年 2月 を 経 過 す る 日 ま で 引 き 続

き 雇 用 し た と き  当 該 常 時 雇 用 す る

従業員の数に 10万円を乗じて得た額  

（加える）  2  前 項 各 号 に 規 定 す る 当 該 常 時 雇 用 す

る従業員のうちに障害者があるときは、

当 該 障 害 者 の 数 に 1 0万 円 を 乗 じ て 得 た

額を加算するものとする。  

3  第 1項 各 号 に 規 定 す る 当 該 常 時 雇 用 す

る従業員の数の上限は、それぞれ 10とす

る。  

～略～  ～略～  

 附  則  

 この条例は、平成 30年 10月 1日から施行

する。  

 


